
 

 

 

 

 

９月定例議会が再開され補正予算、決算認定

など全３３案件及び議会提出議案１件を審議し

全て可決・認定されました。（以下､一部掲載） 

※令和５年度決算については３ページに記載 

 

◇犬山市立保育園条例の一部改正 

・来年 4 月 1 日開園予定の新保育園の名称を
『犬山市立橋五子ども未来園』と定める。 

◇工事請負契約の変更 

・砂防指定地内の雨水流出抑制対策により、城
東中学校南側多目
的広場整備工事の
増額 

◇財産の取得 

・消防ポンプ自動車
の購入 

（48,950,000 円 うち補助金 15,888,000 円） 
◇一般会計補正予算(第 4 号) 

・羽黒地区拠点施設改修 70,708 千円 
・城東中学校整備基本設計プロポ審査、アスベ
スト調査、測量  7,448 千円 

<城東小学校減額分 6,116 千円> 
・図書館非常用発電機更新工事 41,360 千円 

 

 
 

件名 1 災害への備えについて 

要旨① 南海トラフ地震臨時情報発表による対応

について 

Ｑ 去る８月８日に宮崎県南部において震度６

弱の地震が発生、気象庁による有識者評価検討

会が初めて開催され、注意情報が発表された。

市ではどんな対応を行ったのか、尋ねます。 

Ａ 8 月 9 日午後 0時 30分より第 1回災害対策

本部会議を開催、庁内や公共施設での初動対応

や、避難所の空調の稼働状況や物資の確認、災

害協定を締結しているいくつかの事業者へ協力

の確認などを行いました。また、「ロングラン花火」

の対応では、注意情報が発出されていることを

アナウンス、避難場所である内田防災公園を案

内する掲示を 15 か所行うとともに、警備員に情

報共有しました。以後、災害対策本部会議は 8 月

13 日と 15 日に開催し、8 月 15 日午後 5時 30分

をもって災害対策本部を解散しました。なお、災

害対策本部長である市長については、予定して

いた出張を取り止め不測の事態に備えました。さ

らに、市民への周知・啓発として、LINEなどで南海

トラフ臨時情報に関するお知らせを配信し、ホー

ムページにも同様の掲示をしています。 

 

要旨② 防災ラジオ配備の進捗状況等について 

Ｑ 現時点での進捗状況及び、個別受信機の周

知方法や購入までの手順などについて、どう考

えておられるのか、確認致します。 

Ａ 放送設備設置工事は、6 月 18 日に業者と契

約。現在、放送設備の製作中であり、10 月に設備

の設置と試験を行う予定です。また、防災ラジオ

についても、8月 9日に同じ業者と契約し、1 0 月

末に納品予定です。今

年度の防災ラジオ配

備対象区域等の方々

には 10 月に申請書類

等を含めた購入案内

を郵送し、11 月から販売を開始する予定です。 

 

要旨③ ため池の耐震化状況について 

Ｑ 現在の進捗状況や今後の予定などについて

お訊きします。 

Ａ 防災重点農業用

ため池については、

令和元年度に国の基

準が見直されたこと

に伴い 60 ヶ所から
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75 ヶ所となり、増加した池を対象に令和 2 年度

から2ヶ年で耐震診断をした結果、耐震工事が必

要な池は、これまでの 27 ヶ所から 31 ヶ所となり

ました。進捗状況は、令和 5 年度までに、新池、中

島池をはじめとする 24 ヶ所の整備が完了、今年

度は、北洞南池の整備を進めています。 

 

要旨④ これまでの災害経験を活かした取り組

み状況について 

Ｑ 風水害については、過去の災害経験から、

色々な状況を想定しつつ、体制やマニュアルを

強化する必要があると考えます。1 点目として、

避難情報発令のタイミングと発令する対象エ

リアの在り方について。２点目として、事前防

災行動計画（起こり得る状況を想定したうえで、

いつ・誰が・誰に・何を行うのかを時系列に表

したもの）の作成状況や運用状況について。３

点目として、

災害対策本

部チェック

リストの作

成状況や運

用状況につ

いて、お尋ね

します。 

Ａ 1つ目については、気象庁の発表する気象情

報の警戒レベルを基準に、段階的に避難所を開

設する運用としており、開設する避難所について

もあらかじめ定めています。 

２つ目の「事前防災行動計画の作成状況」につい

ては、土砂災害と台風の２パターンを作成し、大

雨や台風が接近する数日前からの業務を時系列

にまとめています。最後に災害対策本部チェック

リストの作成状況についてです。災害対策本部に

係る業務は、関係機関との連絡や、気象や被害

状況などの情報収集など多岐にわたるため、業

務リストを作成し、そのリストを確認しながら災害

対策本部での災害対応を行っています。そして、

これらのマニュアルや業務リストについては、災

害対応業務を正確かつ円滑に行えるようその都

度情報を更新するよう努めています。 

件名２ 土木要望について 

Ｑ 令和３年６月

議会の私の一般質

問に於いて、要望

件数等の概要と実

施率について、お尋ねしました。質問から３年

経過しますので、その後の年度（令和３年度～

５年度）ごとの土木要望の件数や実施率などに

ついて、先ずはお訊きします。 

Ａ 地元から提出された土木要望件数は、令和３

年度が １,２８９件、令和４年度が １,２３６件、令和５

年度が １,３１３件でした。要望件数のうち、県や警

察などが事業主体となるものを除いた犬山市へ

の要望件数は、令和３年度が １,０８５件、令和４年

度が９８８件、令和５年度が １,０８１件となります。 

そのうち、実施できたものについては、令和３年

度が ６５７件で、要望件数に対する実施率は、

60.6％、令和４年度が ５９７件で60.4％、令和５年

度が７１８件で 66.4％となっています。 

再質問 

Ｑ 以前は田んぼや畑の草刈り時に土地に隣接

する公道部分や水路敷も合わせてボランティ

ア的に農家の方が草刈りを実施していたが、

年々の高齢化により、「そこまではやっとれん」

といった農家の声をよく聞きますので、草刈り

要望は増えていると感じています。そこで、再

質問いたします。先程の土木要望のうち、公共

用地の草刈り要望はどうであったのかお訊き

します。 

Ａ 令和３年度から令和５年度に提出された土木

要望のうち、県管理を含めた道路、河川、水路、

公園などの草刈りに関する要望は、令和３年度が

８１件、令和４年

度が８６件、令

和５年度が９０

件であり、要望

件数は若干の

増加傾向がみ

られます。また、

道路路肩や水

路法面の草刈り



 

 

については、土木要望書の提出以外にも、直接

窓口や、電話、メールでの要望や問い合わせが

年々増加している傾向にあります 

再々質問 

Ｑ 手間やコス

トを考えた場合、

除草剤散布が、最

も効率的ではな

いかと考えます

が、一方で、市で

は環境面の配慮からか、除草剤を使用していな

いと思います。将来的には公共用地における除

草剤使用もある程度許容していくべきと考え

ます。 

そこで、まずは実証実験という形で、路線など

を決めて除草剤を散布してはどうかと考えま

すが、当局の見解をお訊きします。 

Ａ 除草剤散布について、愛知県下では、８市が

道路除草対策として使用実績があることを確認

しています。 

実績のある市からは、コスト

面では草刈り業務と比較し

て約半分の費用で施工する

ことができるとのことです

が、除草剤散布をする時期

が難しく、草が生い茂った箇所での散布効果が

少ないことや、散布から枯れるまでに時間を要

するため、草刈りのように直ぐに路肩がきれいに

ならないこと。また、薬剤散布の後に雨などの悪

天候が続くと、薬剤効果が薄れてしまうなどの

課題もあるとのことです。また、散布箇所周辺及

び道路利用者の方からは、環境や健康への不安

のご意見をいただくこともあり、散布前の住民

理解が必要とのことでした。 

このように、道路路肩の除草剤散布については、

地元や道路利用者の理解を得るための対策、場

所と時期の案内看板の設置や散布前の周知、散

布作業にあたっては通行者や車に薬剤がかから

ないよう十分な対策をした作業方法を確立する

などの課題あります。 

従いまして、実証実験については、散布場所周辺

に住宅が無く、農地・水路に薬剤が入る恐れのな

い場所の選定、散布時期や使用する除草剤につ

いての検証、作業方法を整理するなど、実施の

有無を含め慎重に検討していきます。 

 

件名３ 星和橋について 

要旨① 今後の工事スケジュールについて 

Ｑ この道路整備に先立ち、令和 2 年６月議会

にて工事スケジュール等について一般質問さ

 

第９２号議案 

令和５年度犬山市一般会計及び特別会計の決算の認定→ → → 認定されました 



 

 

せていただきましたが、その時の答弁は、「令和

６年度に全ての工事が完了する予定でありま

す。」という内容でした。 

しかしながら、現地は数年前から殆ど変わって

いないように思います。そこで、先ず、今後の

工事スケジュールを確認します。 

Ａ 星和橋につ

いては、老朽化

及び大規模地震

時の耐震対策と

して、令和2年度

に現場着手し、

令和 4 年 7 月に

大畔池の堤防を

利用した新設道

路へ切り替える

工事が完了して

います。星和橋

の橋桁から上の道路部分を撤去する工事につい

ては、全長 222ｍのうち、道路新設工事に伴い 99

ｍを撤去しており、令和 4 年度は 52ｍ、令和 5 年

度は 17ｍを撤去済で、今年度は34ｍを撤去し、残

りの 20ｍを令和 7年度に行う予定です。 

この事業は、国の道路メンテナンス事業費補助

金を活用しており、令和5年度の補助金の要望に

対する内示率が 73.9％と低かったため、工事ス

ケジュールの見直しを行い、工事完了予定は、こ

れまでの令和6年度から 1年延期し、令和7年度

の予定です。 

 

要旨② 景観上の配慮について 

Ｑ 橋から上の部分を撤去し、橋台及び橋脚を

存置するといった内容でした。 

水面から幾つもの構造体が顔をだしたような

形となり、景観上からは、いかがなものかと思

います。犬山市には景観計画が定められて、こ

の計画の類型別の景観形成方針の中に「ため池」

という項目があり、その内容を紹介させていた

だきますと、親水空間や池をつなぐ散策路など

の整備を行い、来訪者だけではなく、市民にと

っても自然を身近に感じることのできる場を

提供していきます。となっています。 

そこで、1 点目として、星和橋撤去に伴う景観

上の見解をお尋ねします。 

また、安全柵を設置したうえで、ちょっとした

ベンチでも置いて、ウォーキング途中の休憩場

所や池のビューポイント、いわゆる親水空間と

して再整備してはどうかと考えますが、設置の

可能性について、２点目としてお訊きします。 

Ａ 1 点目の星和橋撤去に伴う景観上の見解に

ついてですが、星和橋については、やむを得ず

必要最小限の構造物を残すものです。この橋脚

が残されることによる、大畔池への景観上の見

解ですが、残される必要最小限の構造物が、大

畔池の眺望を著しく妨げるものとは考えていま

せん。また、２点

目の親水空間

の設置の可能

性についてで

すが、今回の事

業は、星和橋の

老朽化及び大

規模地震時の

耐震性不足に

伴い実施してお

り、星和橋の道

路部分はすべ

て撤去する必

要があります。道路部分の撤去が完了すると、主

要地方道春日井犬山線との接続部分について

は、同県道の歩道と同様に、車道側に防護柵を整

備し、歩道の連続性を確保しつつ、安全対策とし

て、池側に転落防止柵を設置する予定です。従

いまして、議員ご提案の親水空間を整備する用

地もないことから、予定はありません。 

 

 これまでの一般質問や答弁に
ついては、ホームページからご
閲覧いただけます。市政につい
て判らないことや 
困りごとなどがご 
ざいましたら、お 
気軽にご相談くだ 
さい。 


